
第３号様式（第48条関係）旅客自動車

（注(1)）

第４８条の７
第４８条の８

（注(1)） （注(1)）

規定により、別紙書類を添付して申請します。

注 （1）　不要な文字は消すこと。
（2）　資格者証の訂正を申請する場合は、収入印紙は不要。
（3）　理由の欄は、該当する事項の数字を○で囲むこと。

（日本産業規格A列4番）

申請前に有していた
資格者証の記載内容

収入印紙貼付欄

生　年　月　日

の
再交付

理　　　由 １．氏名の変更 ２．汚損 ３．破損 ４．亡失　　

訂　正
資格者証の を受けたいので、旅客自動車運送事業運輸規則

年

変　更　後　の　氏　名

資格者証番号

氏　　　　　　名

月生 年 月 日 日

住 所 （ 自 宅 ）

電 話 （ 連 絡 先 ）
―

（　 フ　リ　ガ　ナ　 ）
氏　　　　　　　　　名

―

九州 運輸局長　殿

郵 便 番 号

運行管理者資格者証
訂　正

申請書
再交付

　　　　　年　　　月　　　日

―



　
のいずれか

●文字が不鮮明なもの、端が切れて文字が確認できないものは不可とする

※₁ 記載内容（氏名・住所）に変更がある場合、変更後のコピーを添付のこと

※₂ 住民票や戸籍謄本の写しとは、コピーではなく役所から交付された原本のこと

　　運転免許証のコピーを本人確認書類として
　添付する場合

証明書添付用紙

の　　　り　　　し　　　ろ

（氏名、住所変更等の記載がある場合は必ず貼付）

運転免許証（裏面）

　②マイナンバーカードコピー（おもて面）※₁

　①運転免許証コピー（おもて面）※₁

　③住民票等の写し※₂


